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こどもの預かり支援事業利用料金の一部貸付について ～申請からの流れ～ 
 
※保育料の一部貸付で重複提出する下記書類には★マークがついています。★マークの書類

は、一部のみの提出で結構です。 

 

貸付の申請 

① 貸付の申請は、次の書類を提出してください。 

(1) 預かり支援事業利用料金の一部貸付申請書（様式第 1号） 

(2) 雇用契約内容が確認できるもの（雇用通知等） 

(3) 保育所等に勤務している時間帯がわかる書類（勤務シフト表等） 

(4) 保育士証の写し 

(5) 市町が発行する保育所等利用決定通知書 

※こどもが保育所等に入所していることが確認できる書類 

(6) こどもの預かり支援事業の利用料金および時間帯が記載された書類 

(7) 世帯全員の住民票（発行後 3ヵ月以内、続柄が記載されているもの） 

(8) 連帯保証人の前年の市町村民税の課税の有無がわかるもの（課税証明

書等） 

※課税されている成年者かつ破産手続き等債務整理中でないこと

（上記条件を満たしていれば借受人の配偶者でも連帯保証人にな

れます） 

◆  滋賀県社会福祉協議会会長が必要とする書類 

※一旦(1)～(8)の書類を提出していただいた後、必要に応じて本会

より提出を依頼することがございます。 

 

 

貸付の審査・

決定 

② 滋賀県社協で、申請内容(申請書類)を審査し、貸付の可否を決定します。

貸付が決定した場合、滋賀県社協から「貸付決定について」（通知）と

下記③(1)～(2)と④(1)を送付します。貸付が不承認となった場合「不

承認決定通知書」を送付します。 

 ※審査のうえ、貸付の可否について決定するため、ご希望に添えない場

合があります。また、不承認になった場合、その理由は回答いたしませ

ん。 

 

貸付の 

辞退 

申請後または貸付決定後に貸付を受けることを辞め

る場合は、「辞退届」（様式第 8号）を提出して下さ

い。 

 

月次 

利用・勤務 

報告 

③ 半年ごとに毎月の利用状況と勤務状況が確認できる下記書類を提出し

てください。 

提出書類 

(1) 利用料金報告書（様式第 21号） 

※実際にこどもの預かり支援事業を利用した時間帯および料金が確認で

きる書類（領収書、報告書等の原本）を「利用料金報告書」に添付して下

さい。 

(2) 勤務実績月次届出書（様式第 11号） 

※月毎に作成する必要があります。 

※従事されている施設・法人の証明を受けてください。 

※勤務日・勤務時間等が確認できるものであれば、タイムカードの写しに 

公印・施設印等の押印で代替していただいても結構です。 

※保育所等を辞められた場合、返還の手続きが別途必要です。 

提出時期 

４月～９月分の利用状況 ⇒１０月末日までに 

１０月～３月分の利用状況 ⇒ ４月末日までに 

★ 

★ 

★ 

★ 



 別 紙  

p. 2 

 

 

 

実績報告書の
提出 
（初年度 
利用月数分 

④ 借受人は、年度ごとに、下記書類を提出して下さい。 
(1)未就学児を持つ保育士のこどもの預かり支援事業利用料金の一部貸
付 実績報告書（様式有） 
※年度ごとに、利用月数分を記入してください。  
※本会の指定する提出期限必着で、提出して下さい。提出期限以降は受付でき 
ません。 

  
例）2025年 12月からの利用の場合 

   Ⅰ：2025年 12月～2026年 3月の利用実績(1年目分のうち、4ヵ月
分)の報告を、2026年 4月末までに提出。 

   Ⅱ：2026年 4月～2027年 3月の利用実績(1年目の 11月までの 8
カ月分と 2年目の 4ヵ月分)の報告を、2027年 4月末までに提
出。 

Ⅲ：2027年 4月～2027年 11月の利用実績(2年目の 8カ月分)の報
告を、2028年 4月末までに提出。 

 
⑤ 実績報告書を確認し、滋賀県社協から「確定通知書」と下記⑥の(1)と

(2)を送付します。 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
⑩ 返還免除が決定した場合、滋賀県社協から「返還免除決定通知書」を送

付します。 

 

借用書の提出 
（初年度 
利用月数分） 

⑥ 下記の書類を滋賀県社協に提出してください。 
(1) 未就学児を持つ保育士のこどもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

借用書 
※借用書は借受人、連帯保証人が各々自署のうえ、実印を押印してくだ
さい。 

(2) 振込口座申込・変更申請書 
(3) 通帳の見開きの写し  
(4) 印鑑登録証明書 

※借受人および連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後 3 ヶ月以内)
を添付してください。 

貸付金の交付 
（初年度 
利用月数分） 

⑦ 借用書を県社協が受理した月の翌月下旬（予定）に送金します。 
 「貸付金交付のお知らせ」を送金前に送付いたします。 
※書類に不備があると送金が遅れる場合があります。 

次回の送金 
⑧ ③～⑦の手続きを行った後に、次年度 4月～翌年 3月までに支払った

預かり保育の料金をまとめて送金します。 

返還免除の 

申請 

⑨ 貸付終了後、下記の書類を提出し返還免除の申請をしてください。 

(1) 返還免除申請書（預かり保育） 

(2) 保育業務従事期間証明書  

返還免除の 

決定 

★ 
★ 
★ 

★ 


